
「リョーマの休日キャンペーン」イベント等開催支援事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、「リョーマの休日キャンペーン」イベント等開催支援事業費補助金

（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（補助目的）

第２条 リョーマの休日キャンペーン推進委員会（以下「推進委員会」という。）は、新型

コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要の回復を図るため、高知県の「食」

「自然」「歴史」の観光基盤を最大限に活用した「高知県観光キャンペーン リョーマの休

日」（以下「キャンペーン」という。）を推進することを目的として、キャンペーンのテー

マに沿った観光客の誘客につながる県内イベント、企画展等の開催に要する経費に対して、

予算の範囲内で補助金を交付する。

（補助事業等）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助事業者、事業

実施主体、対象経費、補助率、補助限度額等は、別表第１に定めるとおりとする。

（補助金の交付の申請）

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに別記第１号

様式による補助金交付申請書をリョーマの休日キャンペーン推進委員会会長（以下「会長」

という。）に提出しなければならない。

２ 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法（昭和63年法律

第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額

をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申

請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この

限りでない。

（補助金の交付の決定等）

第５条 会長は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請をし

たものが別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定

し、速やかに当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。

２ 会長は、第１項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

（補助の条件）

第６条 第２条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守



しなければならないものとし、第３条に規定する事業実施主体に補助金を交付する場合にお

いても、同様の条件を付さなければならない。

(１) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合

は、速やかに別記第２号様式による補助事業遅延等報告書を会長に提出し、その指示を受

けること。

(２) 補助事業の執行に際しては、県又は市町村等が行う契約手続の取扱いに準じて行わな

ければならないこと。

(３) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入

及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管し

なければならないこと。

(４) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第２条に規定する補助目的に沿っ

て、効率的な運用を図らなければならないこと。

(５) 補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当すると認められるも

のを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなけれ

ばならないこと。

(６) 県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がないこと。

(７) 県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(８) イベント、企画展等の開催に当たっては、関連ガイドラインの遵守等により、新型コ

ロナウイルス感染症対策を含む参加者の危機管理に配慮した運営を行うこと。

（補助事業の着手）

第７条 補助事業の着手は、第５条第１項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行

わなければならない。

（補助事業の重要な変更）

第８条 補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次に掲げるいずれかの変更をしよ

うとするときは、別記第３号様式による補助金変更申請書を会長に提出し、その承認を受け

なければならない。

(１) 事業実施主体の変更

(２) 補助事業の中止又は廃止

(３) 補助事業の施行箇所の変更

(４) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(５) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更

２ 第５条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

（実績報告等）

第９条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30

日を経過した日又は補助事業の実施年度の３月31日のいずれか早い日までに、別記第４号様



式による補助金実績報告書を会長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合

は、速やかに会長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

２ 前項の補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１) 補助事業者が事業実施主体の場合

ア 委託等の契約書の写し（補助事業分に限る。）

(ア) 契約書（契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が表示されているページ

のみとする。）及び仕様書、又は発注時の明細が分かる業者に正式に提出された書類

（発注明細書等）の写し

(イ) 契約の変更があった場合は、その事実を確認することができる請書等

イ 完了検査調書、支払い明細等、支払い内容が確認できる書類の写し

ウ 完成写真、図面等実施した補助事業の内容が分かる資料

(２) 補助事業者以外が事業実施主体の場合

ア 補助事業者の補助金交付決定通知の写し

イ 補助事業者の補助金検査調書の写し

ウ 完成写真、図面等実施した補助事業の内容が分かる資料

３ 第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第１項の

補助金実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになっ

たときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

４ 第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第１項の

補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費

税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（前項の規定により減額した市町村等におい

て、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額）を別記第５号様式による

消費税仕入控除税額等報告書により会長に提出するとともに、会長の返還命令を受けて、こ

れを返還しなければならない。

（補助金額の確定）

第10条 会長は、前条第１項の規定による報告を受け、報告書等の書類の審査及び必要に応

じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容（第８

条第１項の規定による変更申請をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付の決定額と補助

金の確定額とが相違する場合は、当該補助事業者に通知するものとする。

（補助金の支払）

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとす

る。ただし、会長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定

前にその全部又は一部を概算払することができる。

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別

記第６号様式による概算払請求書を会長に提出しなければならない。



（補助金の交付の決定の取消し等）

第12条 会長は、補助事業者又は間接補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還

させることができるものとする。

（１）不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

（２）補助事業者又は間接補助事業者が、別表第２に掲げるいずれかに該当すると認められる

とき。

（３）補助金を申請した補助事業の内容以外の用途に使用したとき。

（４）この要綱、高知県補助金交付規則及びその他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反

したとき。

（５）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（６）虚偽の報告を行ったとき。

（７）その他会長が必要と認めたとき。

（事業成果のフォローアップ）

第13条 補助事業者及び事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から５年間程度、事業成果

等についてフォローアップを行うものとする。

２ 会長は、必要に応じ、補助事業者又は事業実施主体に対し、報告を求め、又は必要な調査

を行うことができる。この場合において、補助事業者及び事業実施主体は、会長からの報告

の求め又は調査に協力しなければならない。

（グリーン購入）

第14条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める

「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

（情報の開示）

第15条 補助事業又は補助事業者に関して、情報開示請求があった場合は、高知県の高知県情

報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に基づく対応に準じて対応する。

附 則

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和５年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付さ

れた補助金については、第６条第３号及び第４号、第９条第４項、第12条、第13条並びに第

15条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。



別表第１

補助事業 補助事業者・

事業実施主体

補助事業の対象条件 補助率・限度額 補助

下限額

備考

１

イベント等開

催支援事業

(1) 感染防

止対策及び

シャトルバ

ス運行に係

る経費

県内の市町村、

一部事務組合若

しくは広域連合

（以下「市町村

等 」 と い

う。）、観光協

会、地域の活動

団体、歴史文化

施設を運営する

団体又は広域観

光組織

「食」「自然・体

験」「歴史・文

化」をテーマに含

んで高知県内で開

催するイベント等

（専ら営利を目的

とするものを除

く。）で、下記の

要件を全て満たす

もの。

ア 十分な情報発

信により誘客及

び周遊促進につ

ながり、地域の

観光消費拡大が

図られるもの。

イ 国、高知県等

が示す感染症対

策の基本的対処

方針、イベント

開 催 の 留意 事

項、業種別ガイ

ドライン等を遵

守して感染防止

対策に取り組む

もの。

最初の助成後３年間は、

継続して開催するもの。

３分の２以内

（ただし 1,000 円未満

を切り捨てる。）

上限額：50 万円

20 万円 入場料、体験料や寄

附金等の収入がある

場合：事業費から収

入額を控除した額と

補助対象額とを比較

し、少ない方の金額

に補助率を乗じる。

(2) 感染防

止対策及び

シャトルバ

ス運行以外

の経費

最初の助成後３年間は、

継続して開催する新規イ

ベント等又は、既存イベ

ント等において、従前の

内容から拡充し、助成後

３年間は拡充内容を継続

して開催するもの（拡充

する内容のみを補助対象

とする。）。

２分の１又は

３分の１以内※

（ただし 1,000 円未満

を切り捨てる。）

上限額：100 万円

※これまで「志国高知

幕末維新博」地域イベ

ント等支援事業費補助

金及び「リョーマの休

日キャンペーン」地域

イベント等支援事業費

補助金による補助を受

けた実績のある事業

（同一又は同等の内容

のもの）の２回目の申

請は、補助率を３分の

１とし、３回目以降の

申請は、補助対象とし

ない。



１ イベント等開催支援事業の

対象経費

補助対象経費詳細

①感染防止対策及びシャトルバス

運行に係る経費

・アルコール消毒液、来場者向けのマスク、非接触体温計等の整備に係る経費

・来場者の手洗い等の衛生面向上のために必要となる経費

・会場の換気のために必要となる経費

・ソーシャルディスタンス確保のために従前よりも大規模な会場を借り上げるための経費

・間仕切りの設置やソーシャルディスタンス確保のサイン表示に係る経費

・感染防止症対策を周知するポスター、チラシ、看板、のぼり旗等の製作・設置経費

・感染防止症対策を周知する新聞・情報誌への広告掲載及び折込広告経費

・イベント関係スタッフの PCR 検査等に係る経費

・来場者数制限の管理のために必要な臨時的職員の雇用に係る人件費

・使い捨ての手袋、おしぼり、食器類、カバー等の来場者への飲食提供の際の感染防止対策に係る消耗品費

・主たるイベントの密を避けるために行う、従たるオンライン配信に係る経費（コンテンツ制作費は対象外）

・シャトルバスの運行に係る経費

・その他会長が必要と認めるもの

※広報物や広告については紙面の１/３程度を感染防止対策に関する内容が占めること

※消耗品については集客人数を勘案のうえ過度な発注とならないようにすること

※汎用性の高い高額な備品についてはレンタルで対応すること

※可能な限り県内事業者に発注すること

②感染防止対策及びシャトルバス

運行以外の経費

・司会、講師、出演者等への謝金

・会場借上料や設営及び撤収に係る経費

・イベントの警備に係る経費

・イベント開催（設営や撤去期間を含む）に必要な臨時的職員の雇用に係る経費

・ポスター、チラシ、看板、のぼり旗等の製作・設置経費

・折込広告経費

・プレスリリース配信や広報媒体の取材誘致、タイアップや取材協力に係る経費

・特設ウェブサイトの作成経費

・誘客促進のためのノベルティ作成に係る経費

・食のイベント等における新メニュー開発に係る経費

・夜間イベントの演出に係る経費

・ライトアップ、イルミネーション等の備品購入費

・主たるイベントに付随する従たるオンライン配信に係る経費（オンラインのみのイベント開催は不可）

・その他会長が必要と認めるもの

※消耗品については集客人数を勘案のうえ過度な発注とならないようにすること

※汎用性の高い高額な備品についてはレンタルで対応すること

※可能な限り県内事業者に発注すること



補助事業 補助事業者・

事業実施主体

補助事業の対象条件 補助率・限度額 補助

下限額

補助対象経費詳細

２

歴史企画展

支援事業

(1) 感染防

止対策及び

シャトルバ

ス運行に係

る経費

市町村等又は

企画展を行う

施設を運営す

る団体

高知県の歴史（戦国期か

ら明治期の間の歴史的要

素を含むもの）をテーマ

にした企画展で、下記の

要件をすべて満たすも

の。

ア スタッフが常駐し、

かつ土日・祝日を含め

た開館が可能な施設で

開催されるもの。

イ 原則として、観覧料

を徴する企画展として

運営されるもの。（施

設入館料として徴収す

る場合も可）

ウ 県外観光客の誘客の

ために、十分な情報発

信を行うとともに、影

響力のある講師等を招

いた講演会や現地学習

会等を実施するなど、

観光客の周遊を意識し

た取組を実施するも

の。

エ 国、高知県等が示す

感染症対策の基本的対

処方針、イベント開催

の留意事項、業種別ガ

イドライン等を遵守し

て、感染防止対策に取

り組むもの。

３分の２以内

（ただし 1,000

円未満を切り捨

てる。）

上限額：50 万円

20 万円 ・アルコール消毒液、来館者向けのマスク、非接

触体温計等の整備に係る経費

・来館者の手洗い等の衛生面向上のために必要と

なる経費

・館内の換気のために必要となる経費

・ソーシャルディスタンス確保のために従前より

も大規模な会場を借り上げるための経費

・間仕切りの設置やソーシャルディスタンス確保

のサイン表示に係る経費

・感染防止症対策を周知するポスター、チラシ、

看板、のぼり旗等の製作・設置経費

・感染防止症対策を周知する新聞・情報誌への広

告掲載及び折込広告経費

・スタッフの PCR 検査等に係る経費

・来館者数制限の管理のために必要な臨時的職員

の雇用に係る人件費

・使い捨ての手袋、おしぼり、食器類、カバー等

の来場者への飲食提供の際の感染防止対策に係

る消耗品費

・企画展の密を避けるために行う、従たるオンラ

イン配信に係る経費（コンテンツ制作費は対象

外）

・シャトルバスの運行に係る経費

・その他会長が必要と認めるもの

※広報物や広告については紙面の１/３程度を

感染防止対策に関する内容が占めること

※消耗品については集客人数を勘案のうえ過度

な発注とならないようにすること

※汎用性の高い高額な備品についてはレンタル

で対応すること

※可能な限り県内事業者に発注すること



（注）補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

１ 食糧費に該当する経費。

２ イベント、企画展等で使う目的以外にも広く使える汎用性が高い消耗品、備品の購入に係る経費。

３ 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができる。

４ 単なる広告出稿のための経費。ただし、感染防止対策の周知を呼びかけるもの並びにプレスリリースの配信などに基づく広報活動（パブリシ

ティ）及び新聞オリコミに関する経費は、補助の対象とすることができる。

５ 単品で 10 万円以上の物品の購入に係る経費。ただし、ライトアップやイルミネーションイベントを実施するためにプロジェクションマッピ

ング用大型照明備品を購入する際は、単品で 50 万円未満まで補助の対象とすることができる。

６ 商品券等の金券類の発行や割引キャンペーン類の割引原資に係る経費。

７ 既存設備等の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの。

８ 既存の設備等の撤去及び処分に係る経費。

９ 用地の取得及び整地に係る経費。

10 商品の製造に供する原材料費等の経費。ただし、商品の開発、試作品の製造及び市場調査に必要となる経費は、補助の対象とすることができ

る。

11 地域への観光誘客を目指すものではなく、専らオンラインでの開催をメインとしたイベントの開催に係る経費。

12 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費。

(2) 著名講

師の招請及

び史料・資

料の借用に

係る経費

２分の１以内

（ただし 1,000

円未満を切り捨

てる。）

上限額：50 万円

・県外観光客の誘客促進につながる情報発信力・

集客力のある著名な講師を招請するための謝金

及び旅費

・県外観光客の誘客促進につながる集客力のある

史料・資料の借用代金、輸送費及び保険料

※十分な集客力が認められないものは、補助対象

外となる場合があります。



--------------------------------------------------------------------------------------

事業実施に係る付帯条件

（１）イベント、企画展等の開催に当たり、補助事業者（事業実施主体）が発行するポスター、チラシ、プログラム、立て看板等の制作物や広報

活動において、下記いずれかの内容を掲示すること。

・「リョーマの休日キャンペーン」ロゴマークの表示

・「リョーマの休日」関連イベントであることが分かる文言の表示

（２）イベント、企画展等の開催に当たっては、関連ガイドラインの遵守等により、新型コロナウイルス感染症対策を含む参加者の危機管理に配

慮した運営を行うこと。

--------------------------------------------------------------------------------------



別表第２（第５条、第６条関係）

１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。以下「暴排条例」という。）第

２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団

員等をいう。以下同じ。）であるとき。

２ 暴排条例第 18条又は第 19 条の規定に違反した事実があるとき。

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体に

あっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等

であるとき。

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産

上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は

関与したとき。

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であ

ることを知りながら、これを利用したとき。

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損

害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。


